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                      山形県産業労働部県産品・貿易振興課 

 

ふるさと納税の返礼品における賞味期限の誤表記について 

 

このたび、本県ふるさと納税の返礼品取扱事業者が送付した返礼品において、賞味期限

の表記誤りがあったことが判明しました。 

現在、当該事業者の返礼品については、取り扱いを停止しております。 

県としましては、寄附者への謝罪及び返礼品の再送を行ったうえで、すべての返礼品取

扱事業者に対し、改めて法令遵守の徹底について注意喚起を行い、再発防止に努めてまい

ります。 

記 

１ 返礼品取扱事業者 

株式会社 森からの恵み（山形市中野目44番地） 

２ 事実確認に至る経緯 

・ 令和８年５月20日（水）、寄附者から、ふるさと納税業務を委託している中間管理

事業者（リンベル株式会社。以下「中間事業者」という。）に、４月14日に配達された

返礼品（りんごジュース1000㏄×3本）の賞味期限が切れているとのご指摘がありま

した。 

・ 県と中間事業者で、当該事業者に対し調査を行ったところ、返礼品は賞味期限内で

あったものの、賞味期限の表記に誤りがあったことを確認しました。 

 （本来、賞味期限を「2027年2月」とすべきものを、誤って「2026年1月」と記載した

ラベルを貼付。） 

・ 誤表記の返礼品が送付された寄附者は最大４名です。（既に消費されたため確認で

きない方１名を含む。） 

３ 山形県の対応 

・ 当該寄附者に対して、謝罪をするとともに、返礼品の再発送等の対応を進めてお

ります。 

・ すべての返礼品取扱事業者に対し、改めて法令遵守の徹底について注意喚起を行

い、再発防止に努めてまいります。 
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